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令和７年12月16日 

全員協議会 会議録 協議内容 

 

◇会議録 

 

１ 日  時  令和７年12月16日(火) 

        開 会  10時30分  閉 会 11時46分 

 

２ 場  所  役場３階委員会室 

 

３ 出 席 者  議長  寺林俊幸 

        １ 畠山美和  ２ 塚本逸彦  ３ 山端隆治 

        ４ 内山美穂子 ５ 小田新紀  ６ 長谷陽子 

        ７ 酒井はやみ ８ 荒 貴賀  ９ 野原惠子   

        10 石川康弘  11 岡本眞利子 12 小島智恵   

        13 藤谷謹至  16 谷口和弥  17 藤  孟   

18 中橋友子 

        （以上17名）  

 

４ 欠 席 者  14 田口 之 

 

５ 傍 聴 者  藤本理佳（道新記者） 

  

６ 事 務 局  局長 佐藤勝博  課長 岩岡夢貴  係長 渡辺 優 

         

７ 協議事項  (1) 令和７年度幕別町清陵高等学校出前講座について 

        (2) 更なる町民意見の把握方法について 

        (3) 議員定数及び議員報酬のあり方について 

 

８ 協議内容  別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       議長  寺林 俊幸 
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◇協議内容 

（開会 10：30） 

○議長（寺林俊幸） ただ今から全員協議会を開催いたします。 

議題に入る前に、諸般の報告をいたします。 

議会事務局長 

○議会事務局長（佐藤勝博） 14番田口議員から本日欠席する旨の届け出がありましたの

で、ご報告をいたします。 

○議長（寺林俊幸） これで諸般の報告を終わります。 

議案の１、協議事項に入らせていただきます。 

初めに（１）令和７年度幕別清陵高等学校出前講座についてを議題といたします。 

本件の開催にあたりましては、議会運営委員会で協議されておりますので、内容につ

いて小田議員の方から説明を求めます。 

小田議員。 

○５番（小田新紀） 例年行われております高校生出前講座につきまして、これまでは議

会運営委員会のメンバーで参加という形になっておりましたが、今年度については全員

のご協力をいただくということで考えているところでございます。 

まず、出前講座を検討するに当たりまして、学校側の方からお話をしたいということ

で事務局並びに委員長の方で打ち合わせをさせていただきました。その中で学校側から

せっかく議員さんがいつも来てもらっているので、議員さんと直接お話をしたり、議員

の普段の活動といったものを知るような機会にならないだろうかというようなご相談

を受けました。議会の仕組み等の学びも大事なことではありますけれども、普段の授業

の中でそれは取り組まれている部分もあるということですので、議員との直接の対話と

いうところを重点化した取り組みということで打ち合わせをさせていただきました。 

資料３ページになります。 

順に簡単ではありますが説明させていただきます。内容につきましては、グループワ

ークという形を取らせていただきます。グループといっても、高校生が約100人おられ

ますので、１グループが生徒30人ぐらいということで非常に大きなグループということ

になっているということについてはやむを得ないと考えております。ですので、多くの

時間を費やして生徒さんと色々な交流をするというようなところまではちょっと至ら

ない部分もあるんですけれども、そういった中で限られた時間ではありますが内容につ

いて簡単に説明させていただきますと、最初は、グループワークに配置された１グルー

プ２名の議員の方から普段の議員の様子について話をするというところからスタート

します。高校の方からぜひこういう話をというふうに要望がありましたのは、１人１人

のこの町に対する思い、議員になろうと思ったきっかけ、またその前の仕事は何をされ

ていたのか。そうした中でどんな思いがあってどんなきっかけで議員になったのかとい

うこと。それから３点目としては、議会日以外の普段の活動についてどのようなことを

されているのか。それは議員としての仕事もありますでしょうし、普段のお仕事のこと

もざっくばらんにお話いただいてよろしいかなというふうに思っております。それプラ

ス、おそらく１人の議員が３分から５分ほどかかると思っておりますが、その上でさら

にグループの方で生徒さんが自己紹介をされます。ただ、10人の自己紹介ですので、名

前とこんなことが普段好きですとか、こんなこと頑張っていますという程度の自己紹介

になるかと思っていますが、１回とにかく口を開いて話をしてもらうということが一つ
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のきっかけですのでご了承ください。その後、ここがみそになるんですけれども委員の

皆さまから少し生徒さんに話しかけをしながら、普段思っていることや町への要望、学

校生活でこんなことをしたいんだとか、こういう社会になりたいんだとか、何かそうい

う思いを引き出していけるような、あるいは不満等もあるかもしれませんけれども、本

音でお話をしていただけるというような機会になればいいかなと思ってます。それらを

受けまして、グループの議員で相談をしていただいて、次の模擬投票に繋がるような公

約をそのグループで作成するというような形になります。生徒さんが普段どういうふう

に思いを持っているのか、どんなまちになってもらったらいいのかとか色々なネタを総

合的に判断をしまして、２人で相談をして、大きく二つ、三つほどの公約を作成すると

いう作業がございます。休憩中にそれを私の方にお伝えいただいて、その後、模擬投票

の実践という形になります。各グループの１人がその公約について説明をいただくとい

うことでございます。その公約を見て、生徒さんがどの候補者がいいのか、期待してい

るのかなということで、投票をされるというような形であります。決して同じグループ

だった方に投票するということではなくて、違うグループの方に投票するということも

十分有り得るということであります。何人当選にするかというのは検討中でございます

が、できるだけ多くの方が当選できるようにと考えているところではあります。より実

践的な投票経験というような、自分たちが話したことがどれだけ実現しようとしてくれ

ているのかということが何か伝わるような機会であったらいいなというふうな思いで

あります。大まかな流れは以上であります。申し上げた内容で、タイムスケジュールは

４ページの方になります。また、５ページについてはグループ分けということで資料に

出ております。公約を発言するときは、いぬさん、くまさんといったことで実際の名前

が出るわけではないということでご理解いただきたいと思います。７ページについては

高校生出前講座アンケートということで昨年度と少し形式が変わっていますので、何か

選択をするというよりも少し記述が多いようなアンケート形式になっておりますので、

ご確認いただければと思います。以上が高校生出前講座について概要であります。 

○議長（寺林俊幸） ただいま、小田議員から出前講座の開催について説明がありました。 

本件について質問等がございましたら、挙手を願います。 

（なしの声あり） 

○議長（寺林俊幸） ないようですので、出前講座については、このとおり開催すること

といたします。 

次に（２）更なる町民意見の把握方法についてを議題といたします。 

11月14日の全員協議会では、10月に開催した町民との意見交換会を踏まえ、さらに、

多くの町民の声を聴く機会や意見交換の場を設ける必要があることや、アンケート調査

の実施を検討すべきとするご意見等をいただき、これらの内容を議会運営委員会で協議

することといたしたところであります。 

本件については、その後、議会運営委員会で協議されておりますので、内容について

小田議員からの説明を求めます。 

  小田議員。 

○５番（小田新紀） ①幕別町議会まちトークカフェについて説明をさせていただきます。 

資料９ページから17ページをご覧ください。 

今回のまちトークカフェにつきましては、これまで議員定数並びに報酬について多く

の議論をしてきたところでございます。ただそのことだけではなくて、それらを議論す
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る中で、より一層議員の活動や町民の皆さまの声をお互い意見交換するというような機

会というのがまだまだ足りなかったのではないかというような議論にもなりました。そ

うした中の一環ということも踏まえて、今回このようなまちトークカフェというものを

企画させていただきました。その中で議員報酬や議員定数についてもご意見をいただけ

ればなというような思いでおります。回数は６回ということで各所でさせていただいて

おります。 

11ページの方になります。 

流れといたしましては、この会の性質上、そんなに形式ばったような形ではなくて本

当に気軽に話していただけるような思いでおります。今回は少し準備の時間が不足して

おりましたが、今後はまちトークカフェという名前の通り公民館といったそういったと

ころではなくて、地域の皆さんに見える場所で気軽に寄れるような場所でやれるような

ことを目指して今回は１回目ということになります。そうした中で挨拶等もできるだけ

簡単にさせていただきたいと思っております。２つのグループに分かれますので、委員

長の私が参加するグループについては、私の方で、野原副委員長が参加される場合は、

副委員長が挨拶という形になります。その後グループワークということになります。こ

ちらについては50分程度という時間を設けております。これはあくまでも程度というこ

とですので、グループワークの話が大いに盛り上がるということで少し時間が足りなさ

そうにあれば、そのときに議会運営委員会の方で判断しながら、微調整してできるだけ

多くの皆さんに有効な時間になるようにしたいというふうに考えております。全体発表

というのも何か一つにまとめるとか決めるとか、もちろんそういうことではなくて、こ

んな話題が出ましたというようなことを紹介いただくというような場になるかと思い

ます。12ページの方に今申し上げましたような内容について触れさせていただいており

ます。ある程度のルールとして、１人の方が１回でお話する時間を目安は３分程度とい

うことで何回でも発言しても構わないです。また様々な視点での意見交流となりますの

で、否定批判というのはＮＧというふうに考えております。またこの中での議員の立場

での発言ということでありますが、議会の方で何か決まっている話や議会としての考え

方がはっきりしているものについては、議会の意見を尊重しながらこれまでの経緯等々

を説明していただきたいと思っております。町民の皆様から出てくるような話題であっ

たりとかで特に議会としての何か意見がまとまっているものとかあるいは議論してい

るようなものではなかったような場合は、それぞれ議員さんの思いを正直に話していた

だいていいのかなというふうに思っております。私はこんなふうに今考えてますよとい

うような本音でお話をするという機会にしたいと思っております。また、参加される方

のお話が少し滞ってしまうというか、話題が少なくなってきたというような場合におい

ては、議員の皆さんの方からちょっと私こんなふうに考えているんですけど、皆さんど

う思いますかというようなフリもどんどんしていただいて、ざっくばらんにお話してい

ただければなというふうに思っております。Ａ班Ｂ班という分け方で、一応役割分担と

いうことで班分けさせていただいております。スケジュールについては、14ページ以降

をご参照ください。なお、このような性格上、服装についても、あまり堅苦しくない服

装がいいだろうということでありまして、どこまでを基準にするか難しいんですけれど

も、失礼のない程度に男性もスーツではなくといったあたりの服装でそれぞれご判断い

ただければなというふうに思いますが、迷われる方はちょっと相談しながら、参加いた

だければというふうに考えております。以上となります。 
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②のアンケートにつきましてですが、こちらについては結論から申し上げますと、今

のところはアンケートは実施しないという結論になっているところであります。このこ

とについても委員会の中で様々なご視点から議論をさせてもらいましたが、現在、まず

タイミングという部分において今のタイミングでどういった内容について町民の皆さ

まにアンケートをとらせていただくのか、広く議員報酬定数に関わってということにな

りますけれども、説明できるような資料が中々作成・・・。ちょっと言い方難しいんで

すけども、例えば定数何名がいいですかとかあるいは報酬いくらがいいですかといった

ような質問であれば答えれないだろうと。また出てきた回答について回答の数字によっ

て今までの議論がまたゼロベースで見直すようなことになってしまうようなことには

もう既に今至っていないというふうに判断しております。要は今まで議運の中でしっか

りと議論をしてきて、これが十分ではないですけれども、町民との意見交換会の中でい

ただいた意見等も踏まえて、また普段各議員さんが地域の中で聞いておられるご意見等

を踏まえて、これまで議論を積み重ねてまいりました。そして素案というものを作成し

て、一定程度議会としての考えというものを、元となるものは作ってきたところでござ

いますので、それをもとに皆さまからご意見をいただく必要があるというふうに考えて

おります。ですので、もしアンケートで伺うとすれば、色々な考え方があるんですけれ

ども、かなり絞った内容で皆さんに伺う必要がありますし、またその出てきた回答に対

して、強く影響を受けるようなものとして捉えてアンケートをしなければ意味がないと

いうふうに思っております。結論から申し上げますと、今の時点でそういったアンケー

トを取るということについては適当ではないだろうということで一旦見送らせていた

だいているということです。すいませんちょっとわかりづらい説明になってしまってい

るとこだと思いますのでこの後、ご意見ご質問いただければと思います。 

○議長（寺林俊幸） ただいま小田議員からまちトークカフェの開催、またアンケート調

査の見送りについて、説明がありました。 

本件について、ご質問等がございましたら、挙手を願います。 

  谷口議員。 

○16番（谷口和弥） これまでの議会運営委員会の議論に沿って、今説明を受けたことに

ついてしっかりと役割を果たしていきたいなという思いでいるということをまず申し

上げた上で、一つ、まちトークカフェという名前なんですけれども、カフェというと食

品衛生法上でいうと喫茶店と同義語で、お茶やコーヒーなどが出てということになるん

だけれども、そういうことが今の制度の中にはなかったものだからその辺はどうなのか

なということがありました。この名前がいいのかどうなのかということが質問でありま

す。 

○議長（寺林俊幸） 小田議員。 

○５番（小田新紀） ご質問ありがとうございます。まずカフェという名称についてです

が、最近ではいわゆる飲食店としてのカフェということではなくて、人々が集まって親

睦を深め、色々な建設的なコミュニケーションをとっていくというような意味で使われ

ているというところもございます。とはいえ、中々一般的には馴染みのない意味合いと

いうところもありますので、今谷口委員がおっしゃったようなカフェのイメージで来ら

れる方もいらっしゃるだろうということもあります。また雰囲気を和らげるというよう

な意図も含めて多少の飲み物は用意していきたいと思っております。イメージとしては

議員控え室のようにポットがあって、少し自分で飲み物を入れて、自分で用意してとい
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うような形で議論中も自由に飲みに行けるというような雰囲気は作りたいなというふ

うに考えているところでございます。 

○議長（寺林俊幸） 谷口議員よろしいですか。 

○16番（谷口和弥） ぜひそういうことであれば、名前がおおげさなものだったりという

ことはなくなるということが理解できましたので、了解しました。 

○議長（寺林俊幸） ほかにありませんか。細かいことでも構わないのでこの際、色々ご

意見ありましたらお聞かせいただければと思います。よろしいですか。 

（はいの声あり） 

○議長（寺林俊幸） ほかに質問がないようですので、本件についてはこのとおり進める

ことといたします。 

なお、まちトークカフェの開催に当たりましては、１人でも多くの町民の皆さんに参

加していただけるよう、各議員の皆さんから町民の皆さんへ参加の呼びかけや声掛けに

努めていただきますよう、私からもお願いを申し上げます。 

次に（３）議員定数および議員報酬のあり方については議題といたします。 

本件についてはこれまで議会運営委員会を中心に協議を行い、住民との意見交換会の

開催後においても、素案を精査し、一つの案にまとめていくことを目指して議論を重ね

ておりましたが、意見の一致には至っておらず、適正と考える議員定数と議員報酬につ

いては、素案のままの状況であります。 

ここで、これまでの議論や住民との意見交換会を踏まえ、この町において適正と考え

る議員定数と議員報酬について改めて各議員のお考えをお聴きいたしたいと思います。   

進め方でありますけれども、私から各議席順での各議員のご意見やお考えを聞くよう

な進め方でよろしいでしょうか。 

（はいの声あり） 

○議長（寺林俊幸） それでは私の方から指名をさせていただきますので、適正と考える

議員定数、報酬額を簡単にお考えも添えて発言をしていただければというふうに思いま

す。 

それでは一番の畠山議員からよろしくお願いいたします。 

○１番（畠山美和） 私は議員定数は最初の頃から言っている、16という数字が残ってい

って、その後、議運の方で協議していただいているんですけれども、その中では17から

という数字になっていると思うんですけれど、はっきりした数字を決めるのは難しいと

思うので、多数決になるのかなと思ったりするんですけども、最初から言っている16

は変わらないです。議員報酬の方は特に私はこれという意見を持ってなくて、今のまま

でもいいという部分もあるんですけれど、やはり周りの状況から見ると少し上げた方が

いいのかなというのはあって、金額的には特に持ってないです。あとは議員の方々にお

まかせする感じになるんですけれど、自分の意見としてはそんな感じです。今のところ。 

○議長（寺林俊幸） ありがとうございます。 

次に塚本議員お願いします。 

○２番（塚本逸彦） 議員定数でありますけれども、素案を尊重した上で申し上げると17

名からということでありますが、やはり私も最初は16ということを申し上げておりまし

たので、やはり16まで下げてもいいんではないかという考えはございます。そして議員

報酬につきましては、平均が32万というところでかなり乖離はしておりますけれども、

あまり一気に上げるというのも中々現実的ではないかと思います。５万円ぐらい上げ
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て、そして今後の議論の中でだと思いますけれども、あまり報酬を上げてみると不可分

所得等の関りもあったりしますので政務調査費等でその活動を援助するような形も今

後の議論として残るのではないかと思います。 

○議長（寺林俊幸） 次に山端議員、お願いいたします。 

○３番（山端隆治） 定数は２人減の17人でいいかなと思っています。定数のことは１回

減らすと上げれないので、少しずつ様子を見て、町民の意見を聴くと、あまり定数にこ

だわっていないような気がしたのでどうなのかなという感じです。少数精鋭でもいいん

ですけど、今のままでも委員会制度が多いので、個人の負担がかかりますのである程度

の人数は必要じゃないかなと思います。委員会を減らせとなればそれまでなんですけど

も。あと、報酬は大体５万円ぐらいかな。アップだとは思うんですが、先ほど塚本議員

が言ったように、政務調査費というか項目を変えてもらった方がいいんじゃないかなと

思います。 

○議長（寺林俊幸） ありがとうございます。 

次に内山議員お願いします。 

○４番（内山美穂子） 私も素案でいきますと17人なんですけれども16人でも個人的には

削減していいと思います。報酬につきましては、定数と報酬を別々には議論してきてい

るんですけれども、やはり色々照らし合わせますと、５万円から10万円の間決まったら

いいなというふうに思っております。 

○議長（寺林俊幸） 小田議員お願いします。 

○５番（小田新紀） 報酬からになりますけれども、やはり30万というところについては、

必要ではないかというふうに考えます。これまで議運の中で出してきた根拠というとこ

ろに基づいて、責任であったり立場であったり、それから普段の職務といったところで

考えていきますと、昨今の社会情勢を見ても、内容的には30万円の価値といいますか、

報酬があるべきだというふうに考えております。その上で定数ですが、基本的に当初よ

り私も発言しておりますが、数字ありきで減らすものではないというふうに思っており

ますし、多様性のある議会構成であるべきだというふうに考えておりますので、基本的

には減というところではありますが、議会の予算とのバランスというところも鑑みなが

ら、今後減というところも頭に入れながら考えていくべきだというふうに思っていると

ころであります。ただ素案の中で17から19というふうに考えておりますので、当然最大

減らしたとしても17人というところがギリギリのところかなというところであります。 

○議長（寺林俊幸） 次に長谷議員よろしくお願いします。 

○６番（長谷陽子） 当初私は15人ぐらいでいいのではないかという提案をしておりまし

た。今何人か意見を聴いてると、16人がちょっと多いのかなとか思ってそれぐらいでも

いいかなと今は思っております。それから報酬の関係ですが、あまり私も報酬のことは

あくまでも報酬だと思っているので、あまり上げると町民からの色々な意見が出てくる

のかなと、議員だけが贅沢をしているのかなとか思われるのは嫌だなと思うので５万円

ぐらいが適当ではないかなと思っております。 

○議長（寺林俊幸） 次に酒井議員お願いいたします。 

○７番（酒井はやみ） 定数は現状維持で、報酬は多くて５万円という考えです。 

○議長（寺林俊幸） 次に荒議員お願いいたします。 

○委員（荒 貴賀） 定数については、19人現状維持と思っています。幕別の忠類や本町、

札内という特殊な事情を考えたときに、この数をさらに減らすということは、住民の声
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を本当に議会に、そして町政に届けるという意味でもこれ以上減らすことはどうなるか

という思いがあります。特に、この会の前の定数削減のときにも、19人以上減らすこと

がどうなんだというところでありました。そういったところも踏まえまして、私として

も前回の議会のメンバーではありますけど、そんな思いもあります。今私自身としては

19です。報酬については、やはり住民との兼ね合いがあります。私達は議会として議員

とともにどうあるべきかという議会制度のもとで取り組んでいます。そういった中でや

はりこの前の意見交換会そして私自身の声を聞く中では、上げても５万円程度ではない

かという状況でその辺て判断しています。 

○議長（寺林俊幸） 次に野原議員お願いいたします。 

○９番（野原惠子） 定数については現状維持、今まで議論を重ねた結果、もう重々私の

考えは皆さんに述べておりますので、減らすべきではないというふうに思っておりま

す。他町村のことは他町村のことで、幕別町独自で決めていくべきと考えております。

報酬の件では、色々考えてですけど、町民感情、それから今までの経過で上げてはいい

と思っておりますので、せいぜい２万円から上げても５万円このように考えておりま

す。 

○議長（寺林俊幸） 次に石川議員お願いいたします。 

○10番（石川康弘） 定数については16人が適当というふうに考えております。報酬につ

いては、減になった分を上乗せという考えです。ですから24万何がしになるかなと思い

ます。もちろんもっと上げてもいいんでしょうけれども、今のご時世でいくと住民感情

もあります。そういった意味では、それ以上に上げるというのはちょっと厳しいのかな

とその分については、今後、先ほどから意見も出ておりましたけれども、政務調査費で

議論していくべきだというふうに考えております。それから他町村との比較ということ

はしないような意見もありますけども、住民感情からいくと、どうしてもやっぱり他町

村の人数は頭に入っているんだと思うんですね。必ずそういう意見は町民から多く出て

いるので、やはりその辺はかみして考えていくべきだと思います。ですから、定数につ

いては16人が一番いいかなというふうに思っております。 

○議長（寺林俊幸） 次に岡本議員お願いします。 

○11番（岡本眞利子） 私も定数に関しましては、当初から言っていますように16名。そ

して議員報酬に関しましては５万円ぐらいが適当なところかなというふうに思ってお

ります。以上です。 

○議長（寺林俊幸） 小島議員お願いします。 

○12番（小島智恵） 今意見交換会の中で、少ない人数でも運用できるならそれでいいと

いった意見もあったわけなんですけども、現在、定数19人ですけども実際は18人で運用

できている状況かと思います。それと音更町では２名削減して定数18人にすることが決

まりました。隣町ということで住民の感情もありまして、意識をどうしてもしてしまう

面があります。人口比で考えますと、音更町の18人より少ない人数が望ましいのではな

いかと考えますけれども、以前いただいた資料では全国の類似団体をもとに算出します

と14人という数字が出てきました。その人数で実際運用できるとされているということ

でもありまして、14人でもいいんですけども、急激に下げるというのもどうなのかとい

う思いもありまして、14人から16人その程度が望ましいのではないかというふうに思い

ます。報酬は意見交換会の中でもご意見あったんですけれども、若い方のなり手不足、

そういったこともあって、上げてもいいのではないかという声がありまして、その上げ
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幅を考えるのが難しいですけれども、大体５万円ぐらい上げてはどうかというふうに思

っております。 

○議長（寺林俊幸） 次に藤谷議員をお願いいたします。 

○13番（藤谷謹至） 当初は十勝管内で唯一合併した町村ということで、現状維持という

考えでありましたけれども、議運の方で、ご意見を何回も調整していただきまして、概

ね素案を承認したいと思いますし、先ほど小島議員が言ったように、やはり音更町が減

らしたというのは大きいかなと思います。それと住民との意見交換会でもやはり議員定

数は減という意見がある程度多かったと。報酬はあげてもいいよという意見が多かった

ことを踏まえると、議員定数は16人から17人で、議員報酬は具体的な数字は挙げません

けども素案に沿った形で議員報酬を上げるっていう形で、色々社会情勢等を踏まえます

と、そういう考えになっています。 

○議長（寺林俊幸） 次に谷口議員お願いします。 

○16番（谷口和弥） 以前の全員協議会で私は３人減の16人という主張を示しました。基

本的には変わっていなくて、音更のことが出てますけれども、音更町18人芽室が16人と

いう定数削減を最近やっているということの中では、幕別町はその間にいることがいい

だろう。そのことは大事な根拠になるんだというふうに思うのですよ。16人ないし17

人が定数としてふさわしいと考えています。報酬については、あまり考えてなくてその

ままでもいいかなと。ただ、議員の活動量、それぞれね、色々ありますけども、政務調

査費の方は必要だなと。それによる増額ということは、必要かなというふうに考えてい

るところです。以上です。 

○議長（寺林俊幸） 次に藤 議員お願いいたします。 

○17番（藤  孟） 私は以前増員ということで提案をいたしております。やはり広く若

い人が出てくるには、選挙の基礎票だとか、資金力とか、いわゆる青年の若い人を望む

のであれば、そんな多くの票を求めたのでは、私は中々出ることはできないと思います。

商工会の青年部の何人かとも会話をしたら、出たい人は何人かいます。でも今16人だの

17人にしたら、正直言って500票ぐらいの票が欲しいという。それが基礎票だからとっ

ても出ていけないと言っていました。昔のような地域で推薦ということもならない。農

村へいけば、農村票も減っている。四つも五つも農村の地区をまとめて出れるような、

そういう人物も中々算出することはできないのではないかということを言われており

ます。最悪でも現状維持できれば増ということです。報酬に関しては１割ぐらいが最大

ではないかと。あと政務調査費のことで考えることもあると思いますよ。私は二兎追う

もの一兎も得ずのように報酬も削減もということは・・・。これを議運を中心にしてや

っていくということが町民に理解されているのかなということも疑問に思います。よそ

の町村でやはり特別委員会とか審議会など色々な形で町民との会話をそれから議会の

声も一本化して出している。今聞いてると、一本化というのはなるんですかね。ならな

いものを町民にこれを提示したって、私達の責任として、果たしてそれが本当に議員の

活動として見てもらえるんでしょうかね。その辺が一番疑問に思います。 

○議長（寺林俊幸） 中橋議員お願いします。 

○18番（中橋友子） 私は議員定数は、現状維持であります。今回の町民との意見交換会

の中で、30人程度の参加でもありましたけれども、今は拮抗しているような若干定数削

減が多いかなというような見方をいたしました。住民の方たちは、たくさんの意見があ

りましたけれども、私その中で自分として受け止めたのは、議員の人数であるとか報酬
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でのあるべき姿というのは、議員の皆さんでなければわからないという町民の方からご

意見がありました。つまり私達、議席について議員としているものがどうそれを本来の

人数とあり方をきちっと自分の考えとして持ってやっていかということが一番大事な

んだなというふうに思いました。その上で、定数現状維持の考え方は、一つには住民の

代表機関であるということに一番重きを置きます。つまり議員を減らすということは、

住民の代表が少なくなる、声が届きづらくなるということが第一です。この声というの

は地域性のこともあります。年代のこともあります。それから職業の違いも色々ありま

す。幕別町の町議会においては、そういった多面的な多様な意見がきちっと議会に出さ

れるというところを一番大事にしなければならないのではないかと思っています。二つ

目には、申すまでもなく、二元代表制の議会でありますから、この議会に課せられてい

る役割は、多様な方たちの集まりのもとに、財政であったり、条例の改正であったり、

それから基本的な計画であったり、本当に幅広く多面的なものがあります。こういうも

のに責任を持って、結論を出していくということになれば、多くの方の議会の中での意

見を伺って、そして自分も学び、その上で確たるものを決めていくというこれが議会で

ありますし、議会制民主主義の発端だというふうに思っております。ですから、定数は

現状維持。それともう一つは私も長く議会に籍を置かせていただいてきたものですか

ら、ずっとこの定数問題には議論する機会を何度か与えていただいておりました。その

都度、定数の削減ということになりまして、自分が最初に籍を置かせていただいたとき

は26人でしたが、現在19人まで忠類との合併のときにはさらに多くなり、またさらに減

らされるということがありました。一旦減っていくとこれ止まることがない。元に戻す

というか増やすということはないんですね。根拠をずっと聞いていますとやはり他町と

の均衡であるとか、財源的な問題で、全体の町の行財政を考えたときの公理性というよ

うなことなどがこれまであったんじゃないかなというふうに思います。議会の予算とい

うのは、以前は一般会計の１パーセント程度というのがずっと続いておりましたが、現

在はそれを割りまして、0.6とか0.7とか0.8とかっていう段階であります。こういった

住民の意見をしっかりと取り上げて、間違いなく判断していく、その上でのコストと考

えたときには、１パーセントのときもあったわけですから、一定のそういういった財政

的な保障も必要であろうというふうに思っております。定数の考え方は以上です。報酬

につきましては、これも経過がありました。なぜ今まで上がってこなかったのかってい

うのは、職員の皆さんも上がってこなかったという、そういう背景がありました。金額

は申し上げません。住民感情ということも受け止めながら、長く上げられてこなかった

ということがありますので、それは汲み取っていきたいと、このように思っております。

以上です。 

○議長（寺林俊幸） ただいま各議員からそれぞれのお考えについてお聴きしましたが、

改めてそれぞれのお考えを聴いて、各議員の皆さんがそのことについて、ここでそれぞ

れの議員の皆さんのお考えに否定をすることというようなことではなく、改めて議員の

皆さんが考えられるお考えを聴かせていただければというふうに思います。発言のある

方は挙手を願います。ご意見はございませんか。 

石川議員。 

○10番（石川康弘） 定数を削減するにしても報酬をアップにするにしてもですね、私達

は議員として、やはり町民にお示しする場合には、身を切る覚悟というのは必要だと思

うんですね。それともう一つはこのことによって、私達議員がこれからどのように変わ
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っていけるのか、変わっていくのか、それをしっかりと町民に示していかないとただ報

酬と定数だけで、町民に示しても、全然私はインパクトはないと思うんですね。これか

ら例えば５万円アップしますよ、私たちはどのようにこの議員活動変わっていくのか、

変えていくのか、このことを、何か置き去りにされてるような気がして私は今までしょ

うがないですよね。やはりその辺はここでしっかり決めてそれを示していかないとます

ます町民の皆さんは混乱するし、わからないから議員さんに決めてというような話にな

ってしまうと思います。ですから、しっかりとその辺はもっと議論して示していく必要

があるかなというふうに思っております。以上です。 

○議長（寺林俊幸） 野原議員。 

○９番（野原惠子） 私、藤 議員のお話を聞きまして、本当に若い人たち、それから町

政に対するいろんな疑問を持っている人たちそういう方たちと本当に対話してきたの

かなということが問われるかなというふうに私は思って聴いていました。確かに私達、

町民の声を聴いているというふうに自分では思っていたんですけれどもやはり自分の

年齢の範囲のそういうところしか意見を聴いてなかったのかなという思いもありまし

て、やはり私達は色々な町民の代表でありますので、色々な町民の声を聴いてきたのか

というとこが問われるのかなというふうに聴いておりました。それはこれからの課題だ

ということで、自分自身として、色々な方の対応を広めていくということが大事だっと

いうふうに思いました。あと任期は１年ちょっとありますけれども、その中で努力して

解決することというのは石川議員のお話も聞いていて、感じているところです。そうい

うことを考えますと、やはり色々な方が色々な層の町民と対話を重ねて、幕別の議会、

どうやって本当に住みやすいまちにしていくのかというのを考えていかなきゃならな

いというふうに思って聴いておりました。そのことを考えますと、やはり定数は最低現

状維持ですね。１回削減されると、中々元に戻すことはできない。確かに人口減という

ところもありますけれども、人口減になったから議員を減らしていいのかというところ

ももっと考えていかなければならないんじゃないかというふうに思うんですよね。そう

思いますと最低は19人。ますます確信を持って思います。それと報酬ですけど、私議員

になったのは、1999年なんですが、それから一度も上がってないっていうところを考え

ると、議員報酬を上げてもいいとは思っております。それをいくらにするかというとこ

ろではやはり２万円というところからスタートいたしまして、最高５万円かなっていう

ふうに私は思っているんですけれども、これもやはり町民の方々にまだ色々意見を聴い

て決めていかなきゃならないかなと皆さんの意見を聴いていて感じているところです。

以上です。 

○議長（寺林俊幸） 長谷議員。 

○６番（長谷陽子） 先ほどから人口減ということも出てましたよね。その中で私も５年

後、ひょっとしたら幕別の人口は２万人になるかもしれないなとちょっと思っていま

す。そのときに、現状維持の19人というのは、住民からはものすごい議員だけがいい暮

らしをしてるのかいとなるような気がします。だからやるなら今しかないかなというよ

うに思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○議長（寺林俊幸） 他にご意見等はございませんか。 

小田議員。 

○５番（小田新紀） 報酬についてでありますが、報酬が上がろうが、下がろうが、我々

はやるべき業務というのはしっかりやっていかなければいけないですし、これでいいと
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いうものはないですし、年々やるべき役割を広くしていかなければいけないというのは

当然だというふうに思っています。その上で、例えば５万円増えたからその分やらなけ

ればいけないという考えでの今の報酬の考え方ではないと思っているんですが、要は今

の職務、立場、責任においてふさわしい額はいくらなのかという議論をこれまでしてき

たわけで、そういった意味で増えたからさらにやらなきゃいけないとかという考え方と

か、町民の皆さまからそういうことを言われることもあるかもしれませんけれども、現

在の職務にふさわしい額はいくらかというところで議論してきた数字ですので、そうい

った考え方を必ず持つべきじゃないかなと思います。現在の報酬が例えば、我が町の

色々な協議会やそういったものの中で、委員さんに出ている報酬と比較して、決して高

いとは全く思わないですし、どちらかというと低いのではないかというふうにも思うと

ころであります。中々比較しづらいものではあるんですけれども、そういう意味では、

報酬を低くできるだけ抑えるという考え方は、我々の価値を下げているというふうにも

何か感じてしまうところも個人的にはありまして、やはり本来我々が与えられている役

割や今後やっていかなければいけない役割、責任、そういったことで考えていくと、報

酬がいくらであるべきかと考えていく必要があるかなというふうに、ちょっと皆さんの

ご意見を聴いて思った感想です。 

○議長（寺林俊幸） 他にご意見、お考えはございませんか。 

藤 議員。 

○17番（藤  孟） まず、前回の町民の声を聴いたときに、高齢の女性の方が来て、あ

なた方議員がこんなに来て私はあなた方の考え方を聴きたいんだと、報酬についてもで

すね。でもそのときには既に議運で素案というものが出てきてあまり我々は喋られな

い。いわゆる本当に町民との対話が議会としてやってきたのかなという。私の仲間に議

会運営に詳しい、過去にもこういう経験したものが議運はそういう場でないだろうと議

運の内規をよく見てみると、議員の資格というかそういうものを決めるような場所では

ないんじゃないかと。そういうことで狭くやるから我々町民には議会の議員のその熱意

が伝わってこないんだとそういう言われ方をしました。もっと開かれた場で、だからア

ンケートのこともやめたとか、ようやく次回はお茶トークみたいな形で議員との町民と

の声を意見交換をしようとか、遅すぎないだろうか。本当に我々がこんなに一生懸命討

論して一生懸命やってるんだっていう姿を町民の前で町民に見せない限り、報酬を上げ

たいんだ、議員は削減したいんだというこんな大事なことを今の状態で決めていくとい

うことを私はもう全く町民の理解がされない。要するに、次回選挙やったら町民から出

てくるんですよ。その町民が理解しなくて、どうして議員が一生懸命やって議会に俺が

言って俺も一緒に頑張ってやるんだっていう、そういう声が出てくるわけがないでし

ょ。もっと町民とのトークに回数を増やして30人しか来なくても仕方ない、５人しか来

なくても仕方ないけども、我々の熱意を見せていかなかったら駄目じゃないかと私は思

います。この後の１月にあるんですかね。それを大いに期待したいんですが、それだけ

でも私は足りないと思いますよ。以上です。 

○議長（寺林俊幸） 他にご意見をお考えはございませんか。この際であります、１月か

らはもう住民の皆さんとのまちトークカフェが始まります。それを踏まえてまた、皆さ

んのご意見を伺いながら議運で協議をしていくわけですけれども、それ以前の全員協議

会は最後になると思いますので・・・。 

中橋議員。 
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○18番（中橋友子） 議員の皆さん同士の意見交換がやはり少なかったんだと思うんです

よね。そういう中から、今藤 議員の意見もありましたけど、出発点は、足かけ２年に

なりますけれども、議会基本条例の見直しをしばらくやってなかったからやった方がい

いんじゃないかというところから始まったんです。基本条例の中にはそもそもの掲げて

いる目標の話であるとか、たくさんの項目ある中で、報酬あるいは定数のことも、そこ

で位置づけられているものですから、それで触ってきたという経過があります。議運は

基本的には議会を円滑に進めるための協議機関でありますから、あの賛否取って合意を

取るというところではないので、疑問を持たれるのは当然あるんだろうというふうに思

います。それはもちろん私達は任期４年という中でやってますから、これからの時間が

たっぷりあるわけではありません。でも、その時点でやはり最大の方法を選んでね、や

っていく。だからどうしても議員の今の流れの中で、この流れだけじゃ駄目なんだって

いうことであれば、それはそれでまた別のやり方っていうのも可能です。１年半あるわ

けですから。ですから、それは大いに出していただくのと、私もう一つちょっと今意見

があって、将来人口が減っていくかもしれない。だから定数はって意見あったんですけ

れども、私これも議会議員の基本的な考えとして、私達の議員の任期っていうのは４年

間なんですよね。だからこの４年間の中の責任を果たす。無責任な意味で言うんじゃな

いんです。次にももちろん伝わっていくんですけど、自分たちが籍を置くのはこの４年

間で次のときはどうなるかわかんないんですよ。したがって、今この４年間の中で、私

達自身の力がどうやったら一番発揮できるんだということをきちっと結果として出し

ていくのが、これまでの議論だったと思うんですよね。そういう点でやはり今日皆さん

の意見も聴かせていただいて、さらに自分自身も深めたいというふうに思いました。以

上です。 

○議長（寺林俊幸） 他にございませんか。 

野原議員。 

○９番（野原惠子） 小田議員の発言の中で、議員報酬と議員はどうあるべきかというの

は離して考えるというふうな発言だったのかなというふうに受け止めたんですけど、や

はり議員の責任として、町民から色々出た意見交換会を３回やった中でも、やはり色々

な意見が出てきましたよね。そういう中で、この幕別の議会として議員として改善して

いかなければならないっていう提案が意見の中で出たと思うんですよ。ですから、それ

をこれからどう行っていくかというのが次の選挙のときに問われるのかなっていうふ

うに思います。そういうことも議論しながら、議会として町民の声をどうやって聴き取

ってくかということも議員報酬と定数で、色々議論していますけれども、そういうこと

も含めて、この任期が終わるまで、この議会でやれることはやっていきながら、報酬や

定数とかも考えていくということをより一層深めていくということが町民から見た議

会の本当の意味の改革というのは繋がるのかなっていうふうに考えて聴いておりまし

た。小田議員、そういう捉えでよかったんでしょうか。違いましたか。 

○議長（寺林俊幸） 当初ですね、皆さんからお伺いするのにそれぞれの議員の発言に対

しての否定はなさならないようにというようなことでお伝えしたのは、それはそれぞれ

の議員の皆さんの発言に対して受け止め方が多分違うだろうということを私の方で考

えさせていただいて、それぞれの議員に対しての発言の否定はなさらないように。 

  野原議員。 

○９番（野原惠子） 否定ではなくて再確認という意味で。 
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○議長（寺林俊幸） そういうことで進めさせていただいてますけれども、そういうこと

も含むと思うんです。それも含めて今回様々なご意見をいただければ、また今後の議論

に繋がるかなというような考えでお聴きしております。 

  谷口議員。 

○16番（谷口和弥） 今議席順に１人１人の議員さんの意見を聞いて、それぞれ色々な根

拠がある中での数字を述べられていて、貴重な意見だったなというふうに思っていると

ころです。減という意見もあれば、現状維持もあり、増もありということの中で、それ

ぞれなわけですよね。今、議運の方でこの議論を進めてもらってるわけですけれども、

ちょっと今後のことで質問も含めてお話なんですけれど、今副議長からもあったよう

に、議会運営委員会というのは採決しない、そういう組織なものだから、結論が一つに

ならないという可能性がある。そして今目指しているものは３月の議会で議員発議でも

って、このことを決めたいと。議運の議論の中で、定数なんぼ報酬いくらと決まらない

でいて議員発議ができるかいうことがすごく心配なんです。要するに中身が定まらない

まま議論がないままね、そこで決まらなかったから全員協議会で採決しましょうとかっ

ていうのも方法なんだけども、それがあまり正しくないんじゃないかなと思うもんだか

ら、今後アンケートを終えるところは、議運の方でちゃんと仕切っていただいて、まと

めていただく。その後のことがちょっと心配でいるんですけども、どんな考え方でいら

っしゃるのかなということを確認したいなというふうに思います。 

○議長（寺林俊幸） 今の谷口議員からの質問について、これは議会運営委員会の中でも、

議論されてきた内容でありますので、小田議員の方から説明いただけますか。 

 小田議員。 

○５番（小田新紀） 谷口議員がご心配いただいたとおりですね、今議会運営委員会の中

でも、どちらの意見も一本化するということについては至っていないというところは正

直なところでございます。そして今後につきましては、現時点で言いますと、それぞれ

の議員もこれまでの議論を積み重ねた上で、根拠のある視点でご意見をいただいている

中で分かれているというところですので、見通しとしても中々難しいだろうなというと

ころではありますが、目指すところはしっかりと議員の責任として一つの意見にまとめ

ていくということを目指していくわけであります。またその上でまちトークカフェ等々

でそれも含めて町民の皆さまから改めて色々なご意見を伺いながら、判断していくとい

うことを目指すというところは間違いございません。その上で一本化が難しいというよ

うな結論に至った際はおっしゃる通り発議というところになるわけですが、今はっきり

した答えをお伝えできるわけではないんですけれども、それも報酬も定数もどちらもっ

ていうようなことがいいのかというところについては、やはり良いかと言われれば良く

はないだろうというところでありますので、それらの進め方や今後のという部分につい

ては、まちトークカフェ等が終わった後に皆さんからの意見も伺いながら決めていくと

いうようなことになりますし、今この場でも、皆さまの方からこうしていくべきではな

いかというようなご意見をいただければ、十分参考にさせていただきながら議論を深め

ていくというような現在の進行では今の時点ではこの判断というところに至っていま

す。 

○議長（寺林俊幸） 谷口議員。 

○16番（谷口和弥） 議会運営委員会の性格ではね、一本化ということが非常に困難な状

況になるなということと、それから今後の考え方については、今お聞きしたところです。
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皆さんの意見を聴いて一つ言わせていただくと、自分の議論の中でそういう採決の手法

を持たない中で、発議をしていくのはすごく厳しいことだなというふうに考えていて、

今後のことの一つの提案として、今までの議運の議論を生かしながら、まちトークカフ

ェの議論もまとめもしてもらってそれを生かしながら、特別委員会を設置すべきだな

と。それが方法かなと思ってるんです。３月に議決するということにそれが厳しいかも

しれないけども、それも今の流れじゃしょうがないんだと思うんですよ。参考にという

ことで言えば、豊頃町議会が昨日定数と報酬の問題で、昨日になって特別委員会を設置

してます。やはり議運でやるというのは、芽室町はそうなんですよ。だけど、議運でや

るということにはちょっと厳しい、重たい案件であったなというふうに考えていて、今

までの議員の皆さん方の議論を生かしながらということの前提のもと、全員なのか、議

長を除く全員なのか、改めて委員会のメンバーを設置するのか、そういったこともしな

がらしていかないと議員発議に至らないなというふうに心配をしているところであり

ます。一応、一つの方向性をここで述べさせていただいたということでとどめたいと思

います。以上です。 

○議長（寺林俊幸） 今谷口議員からもご意見いただきましたけれども、今はまだこれか

ら住民の皆さんの率直なご意見を伺おうという取り組みをしている最中でありまして、

その発言を無視するわけではなく、今後もその意見を参考に議論をしていかなければな

らないんだろうというふうに思っております。それも踏まえてですけれども、さらにご

意見ございませんか。 

（なしの声あり） 

○議長（寺林俊幸） 他にご意見がないようですので、これで（３）議員定数および議員

報酬のあり方については、この程度とさせていただきます。 

次に、本日田口議員は欠席しておりますので、田口議員を除く全議員から、それぞれ

お考えをお聴きしました。その内容について、皆さんのそれぞれのお考えはあると思い

ますけれども、共有ができたところかなというふうに思っております。議員定数と報酬

のあり方については、１月に開催するまちトークカフェなどでその機会を通じ、さらに

多くの町民の皆さんのご意見を把握するとともに、これまでも申し上げたとおり全員が

共通認識を持って検討すべき課題であります。当初の検討スケジュール通り、来年３月

の第１回定例会までに結論を出すということを見据え、今後も議会運営委員会で議論を

踏まえながら、適時全員協議会を開催するなど検討してまいりますので、ご承知いただ

きたいというふうに思います。 

次に、議案２、その他に入らせていただきます。 

皆さまから何かお考えございますでしょうか。 

（なしの声あり） 

○議長（寺林俊幸） 事務局からありますか。 

（ありませんの声あり） 

○議長（寺林俊幸） その他ないようですので以上で本日の案件は全部終了いたしました。 

これをもって本日の全員協議会を閉会いたします。 

 

 

 


